
地域経済の活性化に向けて、創業者を積極的にバックアップ！

とりぎん創業支援リース

新たに事業を始める方、または事業開始後 5 年以内の法人および個人事
業主のお客さま

リース会社及び保証会社の審査の結果、ご希望に添えない場合がございま
すので、あらかじめご了承ください。

事業用の動産
（例）パソコン、厨房機器など

ご利用いただける方

対象物件

税込総支払額５０万円以上、１,０００万円以内お申込金額

2 年以上 7 年以内（1 年単位）
※対象物件ごとに最短期間が定められています。

リース期間

ファイナンス・リース
※ファイナンス・リースとは、お客さまが希望するリース物件を、リース会
社が代わりに購入しお貸しする取引きです。
※リース期間中の中途解約は原則できません。解約する場合には、残期間
のリース料に相当する違約金が発生します。

リース取引の種類

とりぎんリース株式会社リース会社

株式会社アプラス保証会社

法人の場合…代表者
個人事業主の場合…原則不要　＊保証が必要な場合はとりぎんリース（株）
より申込者宛連絡します。

連帯保証人

その他

平成2９年10月2日現在

お問い合わせ

お近くの〈とりぎん〉窓口までお問い合わせください。


